
仕 様 書 

 

１ 業務名 

  令和８年度私の未来プロジェクト事業実施業務 

 

２ 実施内容 

  小・中学生及び高校生等に対して、男女問わず性や妊娠に関する正しい知識の普及

を図り、健康管理を促すプレコンセプションケアを推進することを目的として、出前

講座を実施する。 

 

３ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 対象者 

  次の旭川市民を対象とする。 

(1) 小学生 

(2) 中学生 

(3) 高校生 

(4) (1)～(3)以外については、市と協議の上決定する。 

 

５ 実施回数（見込み） 

(1) 小・中学校   ４０回程度 

 (2) 高校等      ５回程度 

  

６ 事業内容・実施期間 

 (1) 意向調査 令和８年４月から 

小・中学校及び高校等に対して、出前講座の実施に係る意向調査を行い、日程等 

を調整のうえ、出前講座の開催日を決定する。 

 (2) アンケート内容調整 令和８年４月から初回出前講座まで 

   アンケート内容等必要な事項を市と調整のうえ決定すること。 

(3) 出前講座 令和８年５月１日から令和９年３月３１日 

意向調査により出前講座を希望する学校等を訪問し出前講座を実施する。 

 (4) 結果報告（実績報告） 令和９年３月３１日まで 

   出前講座の結果及びアンケート調査結果に基づく、当該事業の効果に関する考察 

を行った報告書を作成の上、市に提出すること。 

７ 実施方法 

(1)  本事業に係る事業の企画、調整、実施を行うため、専属の担当者を置き業務を行

うこと。 

(2)  依頼のあった学校等に対する出前講座等を市と連携して行うこと。 

(3)  出前講座前日までに学校等を訪問し、当日の流れ等について打合せを行うこと。 

(4)  出前講座の実施までに必要な保険に加入すること。 



(5)  出前講座の講師について、必要な経費の支払いを行うこと。 

(6)  講師は必ず助産師又は保健師資格所有者とし、プレコンセプションケアについて

の講話経験等がある者とすることとし、講師については、市と協議のうえ決定す

ること。 

(7)  学校ごとに、受講する生徒に対し、事前・事後のアンケートを実施すること。 

なお、アンケートの内容については市と協議の上、決定すること。 

(8)  ＳＮＳや電子アプリ等を活用した情報発信や参加者との連絡調整を行い利用者

の利便性を図ること。 

(9)  やむを得ない事情により上記（1）から（7）の実施が困難な場合は、必ず市に報

告のうえ承認を得なければならない。 

 

８ 貸与品 

(1) 事業の実施にあたり、次の物品を無料で貸し出しする。 

なお、事業の実施に当たり予算の範囲内で購入した備品は市に帰属する。 

  ア 胎児模型 （(株)京都科学 F21 32515-000） 

    備品番号：0169820 

４セット（３か月・５か月・６か月・８か月・９か月） 

  イ 新生児人形 （(株)高研 LM-026G，LM-026M） 

備品番号：0169817，0169818，0169819 

７体 

  ウ 子宮模型  （(株)京都科学 F32 32526-100） 

３体（９か月胎児付き） 

  エ 骨盤模型  （３B Smart Anatomy A61） 

１個（人形付き） 

  オ 妊婦体験スーツ一式 （HUMAN BODY KY32518-000-S）  

３セット（ただし、１セットは 9か月胎児なし） 

 (2) 引渡場所及び引渡時期 

  ア 引渡場所 

旭川市ツルハ旭川中央ビル２階 おやこ応援課執務室 

（旭川市１条通８丁目） 

  イ 引渡時期 

    令和８年５月１日 

 

９ 支払方法 

  四半期ごとの前払いとする。 

 

10 再委託等の禁止 

(1) この仕様書で示す業務の全部を一括して又は指定した部分を第三者に委託しては 

ならない。 

(2) この仕様書で示す業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ書 

面にて市の承諾を得なければならない。 



 

11 業務完了の報告 

業務が完了したときは、速やかに文書による業務完了届を提出すること。 

 

12 その他 

(1) この業務の遂行にあたって疑義が生じたときは、市の指示を受けて実施すること。 

(2) この仕様書に定めがない事項については、市と協議の上決定すること。 

(3) 受託者の義務 

本事業は、小中高生等が命の大切さや発達段階に応じた性、妊娠、健康に関する 

学びを重ねていく事業であり、受託者は、本業務の遂行にあたり本仕様書を遵守す 

るとともに、市の意図や目的を十分に理解した上で、業務にふさわしい運営を行う 

適正な人員を配置し、正確に行うものとする。 

(4) 成果品の帰属等 

本事業に関する著作権その他の権利は、全て市に帰属する。 

 (5) 機密の保持 

受託者は、業務中に知り得た内容について、第三者に情報を漏らしてはならない。 

また、参加者の個人情報の取扱いについては、別紙「私の未来プロジェクト事業 

に係る個人情報取扱要領」による。 


